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　現行法で規定する時限措置の延長等を盛り込んでいるため、特
定の期日までに成立しないと時限措置の期限切れとなり国民生活
に支障をきたす法案。税法の場合、租税特別措置法で主に景気対
策の政策税制として2、3年間だけ適用する等の規定をしており、
年度末に期限切れとなる措置が多くあります。

日切れ法案
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国　税／ 平成30年分所得税の確定
申告 2月16日～3月15日

国　税／ 個人の青色申告の承認申請
 3月15日

国　税／ 贈与税の申告 
 2月1日～3月15日

国　税／ 2月分源泉所得税の納付 
 3月11日

国　税／ 個人事業者の平成30年分
消費税の確定申告 4月1日

国　税／ 1月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 4月1日

国　税／ 7月決算法人の中間申告 
 4月1日

国　税／ 4月、7月、10月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 4月1日

地方税／ 個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告 3月15日

こぶし
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国
民
年
金
に
は
、
収
入
減
少
や
失

業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
難
し
い
者
等
を
対
象
と
し
た
保
険

料
免
除
・
納
付
猶
予
の
制
度
が
あ
り

ま
す
。

　

今
回
は
、
今
年
四
月
一
日
よ
り
創

設
さ
れ
る
産
前
産
後
期
間
中
の
保
険

料
免
除
お
よ
び
従
来
か
ら
設
け
ら
れ

て
い
た
免
除
・
納
付
猶
予
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

一
　
保
険
料
を
納
付
す
る
者

　

国
民
年
金
の
被
保
険
者
に
は
次
の

三
種
類
が
あ
り
ま
す
（
任
意
加
入
の

制
度
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
割

愛
し
ま
す
。）。
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
①
の
第

一
号
被
保
険
者
で
す
※
。

①
　
第
一
号
被
保
険
者

　

国
内
に
住
む
二
十
歳
以
上
六
十
歳

未
満
の
者
で
あ
っ
て
、
②
や
③
に
該

当
し
な
い
も
の（
自
営
業
者
、学
生
、

無
職
の
者
な
ど
）
を
い
い
ま
す
。

②
　
第
二
号
被
保
険
者

　

会
社
員
等（
厚
生
年
金
加
入
者
）、

公
務
員
等
（
共
済
年
金
加
入
者
）
が

対
象
で
す
。

③
　
第
三
号
被
保
険
者

　

第
二
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
で
あ

る
二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者
を

い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
健
康
保
険
の

被
扶
養
者
と
さ
れ
な
い
者
（
年
間
収

入
が
一
三
〇
万
円
以
上
の
者
な
ど
）

は
第
三
号
被
保
険
者
と
は
な
ら
ず
、

第
一
号
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

※　

②
と
③
は
、
国
民
年
金
の
保
険

料
を
納
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
第
二
号
被
保
険
者
に
か
か

る
厚
生
年
金
保
険
料
等
の
一
部
が
、

厚
生
年
金
保
険
制
度
等
か
ら
国
民

年
金
制
度
に
対
し
て
、「
拠
出
金
」

（
②
と
③
の
数
に
応
じ
て
算
出
）

と
し
て
拠
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
　
産
前
産
後
期
間
の
保
険
料
免
除

　
　（
新
設
）

　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
よ
り
、

第
一
号
被
保
険
者
が
出
産
を
行
っ
た

際
に
は
、
産
前
産
後
の
一
定
期
間
の

保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
始
ま

り
ま
す
。

㈠
　
免
除
さ
れ
る
期
間

　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属

す
る
月
の
前
月
か
ら
四
か
月
間
の
保

険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定

日
又
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
三
か

月
前
か
ら
六
か
月
間
の
保
険
料
が
免

除
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
の
前
納
を
行
っ
て
い
る
場

合
は
、
免
除
期
間
分
の
保
険
料
が
還

付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
免
除
期
間
中

で
あ
っ
て
も
付
加
保
険
料
は
納
付
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

㈡
　
対
象
者

　

第
一
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
出
産

日
が
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
以
降

の
者
が
免
除
の
対
象
で
す
。

　

な
お
、
平
成
三
十
一
年
二
月
、
三

月
に
出
産
し
た
者
は
免
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
が
、
免
除
さ
れ
る
の
は
、

平
成
三
十
一
年
四
月
（
施
行
月
）
以

降
の
期
間
の
分
の
み
で
す
。

　

国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い
る

被
保
険
者
は
、
他
の
保
険
料
免
除
や

納
付
猶
予
と
同
様
に
、
産
前
産
後
に

つ
い
て
も
免
除
の
対
象
と
は
さ
れ
ま

せ
ん
。

㈢
　
申
請

　

住
民
登
録
を
し
て
い
る
自
治
体
の

国
民
年
金
担
当
窓
口
に
申
請
書
を
提

出
し
ま
す
。

　

提
出
は
、
出
産
予
定
日
の
六
か
月

前
か
ら
可
能
で
す
（
制
度
施
行
時
に

お
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
以

降
の
み
提
出
が
認
め
ら
れ
、
事
前
受

付
は
行
わ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
）。
申
請
書
は
、
各
自
治
体
で
の

配
布
の
ほ
か
、
平
成
三
十
一
年
四
月

以
降
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
か
ら
も

入
手
可
能
と
な
る
予
定
で
す
。

㈣
　
添
付
書
類

　

申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（
写
し
可
）を
添
え
て
提
出
し
ま
す
。

①
　
出
産
前
に
届
出
を
行
う
場
合

　

母
子
健
康
手
帳
、
医
療
機
関
が
発

行
し
た
出
産
の
予
定
日
等
の
証
明
書

そ
の
他
の
出
産
の
予
定
日
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

②
　
出
産
後
（
③
の
場
合
を
除
く
）

に
届
出
を
行
う
場
合

　

戸
籍
謄
（
抄
）
本
、
戸
籍
記
載
事

項
証
明
書
、
出
生
届
受
理
証
明
書
、

母
子
健
康
手
帳
、
住
民
票
、
医
療
機

関
が
発
行
し
た
出
産
の
日
等
の
証
明

書
そ
の
他
出
産
の
日
及
び
身
分
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
　

な
お
、
届
出
時
に
、
市
町
村
窓
口

に
お
い
て
、
住
基
シ
ス
テ
ム
等
に
よ

り
出
産
の
日
及
び
身
分
関
係
が
確
認

で
き
る
場
合
は
、
証
明
書
類
を
添
え

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
　
死
産
等
に
係
る
届
出
を
行
う
場

合

　

死
産
証
明
書
、
死
胎
埋
火
葬
許
可

保
険
料
免
除
制
度
の

改
正（
国
民
年
金
）
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証
、
母
子
健
康
手
帳
、
医
療
機
関
が

発
行
し
た
死
産
等
の
証
明
書
そ
の
他

死
産
等
の
日
及
び
身
分
関
係
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

㈤
　
過
誤
納
金
の
扱
い

　

産
前
産
後
免
除
に
係
る
過
誤
納
金

は
被
保
険
者
に
還
付
さ
れ
ま
す
が
、

保
険
料
の
未
納
期
間
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
期
間
に
係
る
保
険
料
に
充
当
さ

れ
、
未
納
期
間
が
な
く
な
っ
た
と
き

又
は
過
誤
納
金
が
一
か
月
分
の
未
納

保
険
料
の
額
に
満
た
な
い
額
に
な
っ

た
と
き
は
、
充
当
さ
れ
な
か
っ
た
過

誤
納
金
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
通
常
の
保
険
料
に
合
わ
せ

て
付
加
保
険
料
も
納
付
さ
れ
て
い
た

場
合
は
、
通
常
の
保
険
料
の
み
還
付

さ
れ
ま
す
。

㈥
　
年
金
受
給
時
の
扱
い

　

産
前
産
後
の
免
除
期
間
は
、
年
金

受
給
額
を
計
算
す
る
際
は
「
保
険
料

納
付
済
期
間
」
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　

死
亡
一
時
金
及
び
脱
退
一
時
金
の

支
給
要
件
を
み
る
場
合
も
、
保
険
料

納
付
済
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

三
　
保
険
料
免
除
等
の
概
要

　

こ
こ
か
ら
は
、
改
正
点
以
外
の
保

険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
全
般
に

つ
い
て
触
れ
て
い
き
ま
す
。

㈠
　
免
除
・
納
付
猶
予
等

①
　
法
定
免
除

　

生
活
保
護
（
生
活
扶
助
）、
障
害

年
金
（
二
級
以
上
）
等
を
受
け
て
い

る
者
等
を
対
象
と
し
た
免
除
制
度
で

す
。

②
　
申
請
免
除

　

本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年

所
得
（
一
月
か
ら
六
月
ま
で
に
申
請

す
る
場
合
は
前
々
年
所
得
）
が
一
定

額
以
下
の
場
合
や
失
業
し
た
場
合
な

ど
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
に
、
申

請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ

れ
ま
す
。

　

免
除
さ
れ
る
額
は
、
保
険
料
の
全

額
・
四
分
の
三
・
半
額
・
四
分
の
一
の

四
種
類
が
あ
り
、
所
得
状
況
に
応
じ

て
適
用
さ
れ
る
も
の
が
変
わ
り
ま
す
。

　

全
額
免
除
を
例
に
挙
げ
る
と
、
前

年
所
得
が
次
の
式
で
計
算
し
た
金
額

の
範
囲
内
の
と
き
に
免
除
さ
れ
ま
す
。

（
扶
養
親
族
等
の
数
＋
一
）
×
三
五

万
円
＋
二
二
万
円

③
　
保
険
料
納
付
猶
予

　

二
十
歳
か
ら
五
十
歳
未
満
の
者
で
、

本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
（
一
月

か
ら
六
月
ま
で
に
申
請
す
る
場
合
は

前
々
年
所
得
）
が
次
の
式
で
計
算
し

た
金
額
以
下
の
場
合
に
、
申
請
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制

度
で
す
。

（
扶
養
親
族
等
の
数
＋
一
）
×
三
五

万
円 

＋
二
二
万
円

　

②
は
、「
本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
」

の
所
得
状
況
に
よ
り
免
除
可
否
の
判

断
を
し
ま
す
が
、
③
は
、「
本
人
・
配

偶
者
」
の
所
得
状
況
に
よ
り
判
断
し

ま
す
（
世
帯
主
の
所
得
は
勘
案
し
な

い
）。

④
　
学
生
納
付
特
例

　

大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高

等
専
門
学
校
な
ど
に
在
学
す
る
学
生

か
ら
の
申
請
に
よ
り
在
学
中
の
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

学
生
本
人
の
所
得
状
況
が
次
の
式

で
計
算
し
た
金
額
以
下
で
あ
る
と
き

に
対
象
と
な
り
、
②
や
③
の
よ
う
に

家
族
（
世
帯
主
や
配
偶
者
）
の
所
得

の
多
寡
を
問
い
ま
せ
ん
。

　

一
一
八
万
円
＋
扶
養
親
族
等
の
数

×
三
八
万
円
＋
社
保
料
控
除
額
等

　

こ
れ
ら
の
免
除
等
の
ほ
か
、
配
偶

者
か
ら
の
暴
力
に
よ
り
配
偶
者
（
加

害
者
）
と
住
所
が
異
な
る
者
を
対
象

と
し
た
特
例
免
除
、
失
業
等
に
よ
る

特
例
免
除
も
あ
り
ま
す
。

㈡
　
受
給
資
格
期
間
・
年
金
額

①
　
受
給
資
格
期
間

　

例
え
ば
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

す
る
に
は
、
被
保
険
者
期
間
が
十
年

以
上
で
あ
る
こ
と
を
要
し
ま
す
。

　

こ
の
受
給
資
格
期
間
の
長
さ
を
み

る
と
き
に
、
免
除
・
納
付
猶
予
等
の

期
間
を
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
　
年
金
額

　

免
除
の
種
類
に
よ
り
年
金
額
の
計

算
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
全
額
免
除
の
場
合
は
、

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
の
年

金
額
の
二
分
の
一
（
平
成
二
十
一
年

三
月
分
ま
で
は
三
分
の
一
）
と
し
て

計
算
さ
れ
ま
す
。
な
お
、㈠
の
③（
保

険
料
納
付
猶
予
）
と
④
（
学
生
納
付

特
例
）
は
、
前
述
の
受
給
資
格
期
間

に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎

年
金
の
計
算
の
際
は
、
こ
の
期
間
を

含
め
ず
に
計
算
し
ま
す
（
保
険
料
納

付
猶
予
と
学
生
納
付
特
例
の
期
間
が

あ
っ
て
も
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
な

い
点
に
注
意
を
要
し
ま
す
）。

㈢
　
追
納

　

免
除
・
納
付
猶
予
等
の
期
間
は
、

十
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
後
か
ら
納
付

（
追
納
）
し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
額
を
満
額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
・
納
付
猶
予
等
を

受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
三
年
度
目
以
降
は
、
当
時
の
保
険

料
に
一
定
の
金
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
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　平成31年４月１日より、労働保険料徴
収法に関する次の改正が行われます。
①　一括有期事業開始届の廃止
　　一括有期事業※を行う事業主は、それ
ぞれの事業を開始したときは、開始の翌
月10日までに「一括有期事業開始届」を
所轄の労働基準監督署長に提出する必要
がありました。

　　平成31年４月１日以降に開始する一
括有期事業については、この一括有期事
業開始届の提出をする必要がなくなりま
した。
※一括有期事業…同一事業主が行う２以
上の小規模事業（建設の事業及び立木
の伐採の事業であって、概算保険料の
額が160万円未満であること等の要
件があります）を、一の事業とみなし、
労働保険料の申告納付事務等の簡素化

が図られています。
②　一括有期事業の地域要件の廃止
　　一括有期事業については、地域要件（隣
接都道府県など）が定められており、定
められた地域の範囲外で行われる事業は
一括されず、個別に有期事業として保険
関係を成立させる必要がありました。
　　平成31年４月１日以降に開始する有
期事業はこの地域要件が廃止され、遠隔
地で行われるものも含めて一括されま
す。

③　改正の背景
　　平成29年6月に閣議決定された「規制
改革実施計画」において、平成31年度
までを取組期間とし、政府全体で行政手
続コスト（行政手続に要する事業者の作
業時間）を20％削減する取組を進めると
されたこと等を踏まえ、労働保険徴収法
の「有期事業の一括」に係る保険関係事
務について、事業主の手続を簡素化する
観点から、これらの措置が講じられまし
た。

一括有期事業に関する改正
（労働保険料徴収法）

　職業訓練受講給付金は、ハローワークの
支援指示による職業訓練受講者の訓練期間
中の生活を支援するための給付です。
　対象となるのは、雇用保険被保険者や受
給資格者でないこと等の一定要件を満たす、
例えば、次の者が該当します。
・雇用保険に加入できなかった
・失業中の給付（基本手当）を受給中に再
就職できないまま、支給終了した
・雇用保険の加入期間が足りず失業給付を
受けられない
・就職が決まらないまま学校を卒業した
　支給にあたっては、本人収入が月８万円
以下、世帯全体収入が月25万円以下など
いくつかの要件が定められています。全て
を満たすときに職業訓練受講手当として月
額10万円が支給され、そのほか通所手当、
寄宿手当の支給が行われることがあります。
問い合わせ窓口は、住所地を管轄するハロ
ーワークです。

職業訓練受講給付金
（求職者支援制度）　
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